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Internet上でspam行為を抑制するための基本的な動きと、想定される課題
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①【発信者情報の把握】
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の特定
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着側事業者からの情報に
基づき、認証ログとの突
合により発信者を特定
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【課題①②】

この行為自体が通信の秘密の
侵害に抵触する可能性あり
発側ＩＰアドレス・通信時間等の通信履
歴等の外部提供は、特別な事例を除き通
信の秘密の侵害となる場合が多い

【課題④】
着側事業者から供与された情報に基づき
警告→解除を行う場合、発信者における
契約者義務の遵守を盾に対処する根拠が
明確に示すことができない。
供与されたデータの信頼性について担保
することができない。

【課題③】
着側事業者からのデータの受領の後、認

証ログとの突合作業自体、通信の秘
密の侵害となる、また作業が伴うこ

とから、大量メール送信者に対する即時
的な対処が出来ず事後的な対処となる。

spam発生！！
ISPは自己の設備保
全のため発信者特
定を開始

現在の状況【課題③】
総務省/経産省実施の「迷惑メー
ル追放支援PJ」による実効性
が上がりつつあり、ある程度問
題の解決に貢献している

現在の状況【課題④】
同じく「支援PJ」による効果
はあるが、事業者間における相
互の情報共有の際での問題の解
決には至ってはいない



ISP間を渡り歩きspam行為繰り返す契約者を抑制する方法と、想定される課題
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【課題④】

プライバシーの侵害
→憲法で保証された権利の侵害
個人情報（顧客情報）の侵害
→個人情報保護法、ガイドライン等

【課題⑤】 spam行為自体の定義の統一


